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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車の調節可能なカムシャフト（１）を製造するための方法であって、前記カムシャ
フト（１）が、少なくとも１つの外側シャフト区分（３．１，３．２）上に回転自在に固
定されて配置される少なくとも１つの固定カム（７．１，７．２）と、前記外側シャフト
区分（３．１，３．２）の内部に同心状に延在する内側シャフト（２）に回転自在に固定
されて配置される少なくとも１つの調節カム（８）とを備え、前記方法が少なくとも以下
のステップ：
　前記内側シャフト（２）上に外側シャフト区分（３．１，３．２）を配置するステップ
と、
　前記内側シャフト（２）の表面上に表面変形（２０）を生成して、少なくとも１つの配
置部分（２１）を生成するステップと、
　前記外側シャフト区分（３．２，３．２）の少なくとも１つの部分上に前記固定カム（
７．１，７．２）を配置するステップと、
　前記内側シャフト（２）の前記配置部分（２１）上に前記調節カム（８）を配置するス
テップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記表面変形（２０）が、材料隆起によって生成されることを特徴とする、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記材料隆起が、圧延によって生成されることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　追加の固定カム（７．１，７．２）が、前記調節カム（８）に隣接して配置され、追加
の外側シャフト区分（３．１，３．２）が、前記内側シャフト（２）上に前記追加の固定
カム（７．１，７．２）に隣接して配置され、前記追加の固定カム（７．１，７．２）が
、前記追加の外側シャフト区分（３．１，３．２）上に配置されることを特徴とする、少
なくとも請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項５】
　前記固定カム（８）が、前記外側シャフト区分（３．１，３．２）に少なくとも圧入さ
れ、または成形嵌合され、または強固に接着されることを特徴とする、少なくとも請求項
１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　カムシャフト（１）が、外側シャフト区分（３．１，３．２）上に回転自在に固定され
て配置される少なくとも１つの固定カム（７．１，７．２）と、前記外側シャフト区分（
３．１，３．２）の内部に同心状に延在する内側シャフト（２）に回転自在に固定されて
配置される少なくとも１つの調節カム（８）とを備え、前記調節カム（８）が、前記内側
シャフト（２）に沿った少なくとも一部分に対して延在する前記内側シャフト（２）の配
置部分（２１）に少なくとも圧入結合され、前記配置部分（２１）が、前記内側シャフト
（２）の表面の表面変形（２０）を備える、自動車の調節可能なカムシャフト（１）。
【請求項７】
　前記調節カム（８）が、単一の固定カム要素として、またはダブルアンビル設計で組み
合わされた固定カム要素として設計される、２つの固定カム（７．１，７．２）の間に配
置されることを特徴とする、請求項６に記載の調節可能なカムシャフト（１）。
【請求項８】
　前記カムシャフト（１）が、少なくとも２つの外側シャフト区分（３．１，３．２）を
備え、そのそれぞれの上に、固定カム（７．１，７．２）が回転自在に固定された様式で
配置されることを特徴とする、請求項６または７の少なくとも一項に記載の調節可能なカ
ムシャフト（１）。
【請求項９】
　前記外側シャフト区分（３．１，３．２）が、少なくとも１つの遠位シェル面領域（１
２）を備え、前記遠位シェル面領域（１２）の外径（Ｄａ）が、残りのシェル面の外径（
Ｄｂ）よりも、少なくとも部分について、寸法が小さいことを特徴とする、請求項６から
８の少なくとも一項に記載の調節可能なカムシャフト（１）。
【請求項１０】
　前記調節カム（８）および前記固定カム（７．１，７．２）が、互いに同心状に配置さ
れ、かつ前記固定カム（７．１，７．２）の貫通穴（ＢＦ）が、前記調節カム（８）の貫
通穴（ＢＶ）よりも寸法が大きいことを特徴とする、請求項６から９の少なくとも一項に
記載の調節可能なカムシャフト（１）。
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